
令和7年1月19日
米沢地域農業再生協議会事務局(米沢市産業部農政課)

「水田活用の直接支払交付金の交付対象

水田の見直し」及び

「畑地化促進事業」に関する説明会

米沢地域農業再生協議会
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① 5年水張りルール



①5年水張りルール

●水田で大豆、飼料作物、野菜、そばなどを作付した際に

転作作物に対する支援

●例えば、大豆は10aあたり35,000円交付される

●交付対象水田が見直しされる
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水田活用の直接支払交付金とは



①5年水張りルール

5年水張りルール

●5年間に一度も水張りが行われない農地は、水田活用の
直接支払交付金の交付対象外になる
●令和4年からカウントされ、令和9年に交付対象外になる
農地の発生が見込まれる
●令和4年から令和8年までの間に1度は水張りしないと
令和9年に交付対象外になる
●令和9年以降も同様
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①5年水張りルール
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経過
国資料
(参考)



①5年水張りルール
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国説明
資料

(参考)



①5年水張りルール

5年水張りルール

●耕作者だけではなく、耕作者に土地を貸し出している地
権者においても、交付金を元に賃借料(小作料)を支払っ
ている場合に影響が出る場合がある
●地権者が知らない間に交付対象外水田となってしまわ
ないようにこのルールの周知が必要
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①5年水張りルール

水張りとは

●原則として「水稲作付」

●例外として「1か月以上の湛水管理」と「連作障害が発生

していないこと」で確認

※このほかに災害復旧や基盤整備に関連する事業が行われている場合も例外
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①5年水張りルール

1か月以上の湛水管理の留意事項

●水稲作付・調整水田と同等の水深

●一筆単位(部分的な湛水は認められない)

●雪解け水による湛水は認められない

●連作障害による収量低下が発生していない
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①5年水張りルール

1か月以上の湛水管理の確認方法

●湛水管理をしたことが分かる写真・作業日誌にて確認

●連作障害による収量低下の確認方法について現在

次のとおり示されている
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①5年水張りルール
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国資料 令和6年12月現在



①5年水張りルール
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令和６年産 水田活用関連予算に係るＱ＆Ａ【令和６年１１月６日時点】



①5年水張りルール

・作業日誌のひな型を事務局で準備し
ていますのでぜひご利用ください。
・右は実際に作成いただいたものです。
・米沢市ホームページでいただくか事務
局までご連絡ください。
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5年水張りルールに関する情報／米沢市ホームページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/shigoto_sangyo
/7/1/4078.html



①5年水張りルール
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・作業日誌の写真拡大(参考)



①5年水張りルール
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令和6年度の状況(令和6年12月末現在)

●R5まで転作⇒R6水稲作付
人数 21人
面積 115,950㎡

●R6年度 1か月以上の湛水管理
人数 34人
面積 225,940㎡



①5年水張りルール
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令和6年度の1か月以上の湛水管理の状況
(令和6年12月末現在)
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集落名
面積
(㎡)

筆数
(筆)

人数
(人)

旧市 49,050 39 4

山上 7,100 7 2

南原 23,270 18 3

三沢 4,490 4 3

広幡 74,390 48 8

塩井 21,210 19 5

窪田 40,480 20 8

上郷 5,950 3 1

総計 225,940 158 34

※耕作者の集落を集計



①5年水張りルール
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令和6年度の1か月以上の湛水管理の状況
(令和6年12月末現在)
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4月 17,920 20

5月 139,860 101

6月 32,930 21

7月 28,750 12

10月 5,950 3

11月 530 1

総計 225,940 158



作物名 面積(㎡) 筆数(筆)

大豆 26,270 19

4月 13,360 12

5月 6,960 4

10月 5,950 3

そば 117,780 89

4月 2,900 3

5月 96,460 73

6月 6,960 7

7月 11,460 6

牧草 64,110 34

5月 23,500 17

6月 23,320 11

7月 17,290 6

野菜 1,890 4

4月 1,360 3

11月 530 1

花き 300 2

4月 300 2

水張りのみ 15,590 10

5月 12,940 7

6月 2,650 3

総計 225,940 158

①5年水張りルール
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令和6年度の1か月以上の湛水管理の状況
(令和6年12月末現在)
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①5年水張りルール
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Ｑ＆Ａ

Ｑ耕作者が変われば交付対象水田から除外された農地は交付対象水田へ戻り
ますか？
Ａ原則、一度交付対象水田から外れた農地は戻りません。耕作者や所有者に
関わらず、交付対象水田か否かは、農地ごとの判断となります。

Ｑ交付対象から除外された水田は、転作面積のカウントからも除外されますか？
Ａ転作面積からは除外されず、転作面積としてカウントされます。

Ｑ交付対象から除外された水田は、登記上の地目が変わりますか？
Ａこの度の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを
変更するものであり、登記上の変更を伴うものではありません。



①5年水張りルール
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【参考】水田活用産地づくり推進プロジェクト(山形県)作成の
フローチャート



②畑地化促進事業
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② 畑地化促進事業



②畑地化促進事

畑地化支援

定着促進支援

土地改良区決済金等支援

事業内容
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●畑地化支援
水田を畑地化※して高収益作物・畑作物の本作化に取り組む農
業者を支援

●定着促進支援
水田を畑地化※して高収益作物・畑作物の定着等に取り組む農
業者を継続的に支援

※畑地化した水田は、水田活用の直接支払交付金の
交付対象外になり、原則再び交付対象には戻せない
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②畑地化促進事業



令和7年産の支援の内容

対象作物 畑地化支援 定着促進支援

高収益作物
10.5万円/10a

2.0(3.0※1)万円/10a×5年間
または

10.0(15.0※1)万円/10a(一括※2)

5年間高収益作物の作付・出荷が必要

畑作物
10.5万円/10a

2.0万円/10a×5年間
または

10.0万円/10a(一括※2)

5年間高収益作物または畑作物の作付・出荷が必要

※1 加工・業務用野菜等の場合
※2分割交付を基本としつつ、予算に残余がある場合に一括交付が可能
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②畑地化促進事業



高収益作物・畑作物

高
収
益
作
物

野菜・花き・
花木・果樹等
主食用米と比べて

面積当たりの収益性が高い作物

畑
作
物

麦・大豆・
飼料作物・

子実用とうもろこし・
そば等

高収益作物以外
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②畑地化促進事業



その他要件

●申請の前年度において、主食用米、戦略作物、産地交付金※
又は高収益作物定着促進支援の交付対象となった作物が作付け
られていることが要件
●おおむね団地化されていることが要件
●「水田農業高収益化推進計画」を策定した場合、産地交付金
(高収益作物関係に限る)を支援開始から5年間受けられる

※都道府県又は地域が作成した水田収益力強化ビジョンにおいて、交付対象となっている
作物
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②畑地化促進事業



団地化の例 1・2
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出典：農林水産省「水田収益力強化ビジョン作成マニュアル」

②畑地化促進事業



団地化の例 3・4
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出典：農林水産省「水田収益力強化ビジョン作成マニュアル」

②畑地化促進事業



団地化の例 5・6
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出典：農林水産省「水田収益力強化ビジョン作成マニュアル」

これらは例ですので
判断に迷う場合は
初めに農政課に
ご相談ください。

②畑地化促進事業



土地改良区決済金等支援

●令和7年度において畑地化に
伴い土地改良区に土地改良区
決済金等を支払う必要が生じた
場合の支援

●地区除外決済金等が全額支
援される(ただし上限25万円/10a)
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こ
の
部
分

②畑地化促進事業
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畑地化支援

定着促進支援

土地改良区決済金等支援

令和6年度の採択状況(令和6年12月末現在)

45
人

21
人

②畑地化促進事業
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R6畑地化面積

R6全体面積

令和6年度の採択状況(令和6年12月末現在)

②畑地化促進事業

※R6水活(水稲除く)+R6畑地化

6,544,400㎡

345,890㎡

5.3
%

※細目書の面積を元に作成しているため、交付金の算定を行う面積とはa未満の端数処理の関係
上、完全には一致しません。
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令和7年産畑地化促進事業要望受付会

関連情報

日 程 令和7年1月30日(木)～令和7年2月4日(火)
場 所 米沢市役所305会議室
持参物 主に以下の内容を聞き取りしますので、

その内容が分かる資料等をお持ちください。
□畑地化する細目書上の地名地番・面積
□畑地化する登記簿上の地名地番・面積※
□取組作物

※土地改良区決済金等支援を要望する場合のみ、登記簿上の地名
地番・面積が分かる固定資産税課税明細書等をお持ちください。

○事前予約が必要です。
○令和7年1月22日まで右のURLから予約してください。

事前予約
(米沢市電子申請サービス)

https://apply.e-tumo.jp/city-y
onezawa-yamagata-u/offer/of
ferList_detail?tempSeq=13539
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